
男鹿市選挙管理委員会告示第２４号 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び男鹿市公

職選挙法施行細則（平成１７年男鹿市選挙管理委員会告示第３号）第１０条第

１項の規定に基づき、令和７年３月１日から令和８年２月２８日までにあった

選挙人名簿の閲覧状況を別紙のとおり公表するため、同条第２項の規定により、

告示する。 

 

  令和８年３月２日 

 

                  男鹿市選挙管理委員会 

                   委員長 浅 野 光 男 

 



告示第２４号別紙 

 

〇 公職選挙法第２８条の２第１項による閲覧（登録の確認及び政治活動） 

閲覧申出者 閲覧年月日 利用目的の概要 
閲覧に係る 

選挙人の範囲 

しずか後援会 
令和７年３月３日 

令和７年３月６日 
政治活動 男鹿市内全投票区の選挙人 

小野 肇 
令和８年２月 16 日～ 

令和８年２月 20 日 
政治活動 

船川、椿、船越地区 

における投票区の選挙人 

 

○ 公職選挙法第２８条の３第１項による閲覧（政治又は選挙に関する調査研究） 

閲覧申出者 閲覧年月日 利用目的の概要 
閲覧に係る 

選挙人の範囲 

株式会社フィデア

情報総研 
令和７年５月９日 

政治・選挙に関する 

統計調査 
男鹿市内全投票区の選挙人 

株式会社サーベイ

リサーチセンター 
令和７年８月６日 

政治・選挙に関する 

統計調査 
船越（那場掛）の選挙人 

株式会社フィデア

情報総研 
令和７年８月 29 日 

政治・選挙に関する 

世論調査 
男鹿市内全投票区の選挙人 

一般社団法人  

共同通信社 
令和７年９月４日 

政治・選挙に関する 

世論調査 
船川投票区の選挙人 

 


